
唐津市本庁舎会議室等の使用に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７

項の規定に基づき、唐津市本庁舎の会議室等を唐津市の事務及び事業に支障のな

い範囲で市民等の使用に供するため、行政財産の使用の許可及びその手続並びに

唐津市行政財産使用料条例（平成１７年条例第７０号。以下「条例」という。）

に基づく使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において「会議室等」とは、別表に掲げるものをいう。 

 （使用を許可する日） 

第３条 会議室等は、次に掲げる日を除き、使用することができる。ただし、市長

が必要と認めるときは、この限りでない。 

 (1) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 (2) 市の業務で使用する日 

 (3) 庁舎管理上使用することができない日 

 （使用を許可する時間等） 

第４条 会議室等は、午前８時３０分から午後８時まで使用することができる。 

２ 会議室等の使用時間は、使用の許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要

する時間を含むものとする。 

３ 会議室等を連続して使用することができる期間は、原則として７日までとする。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、第１項に定める時間以外の使用を認める

ことができるものとする。 

 （使用対象者） 

第５条 会議室等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学している者 

 (2) 市内に事業所又は事務所を有する者又は法人その他の団体 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

 （使用の申請等） 



第６条 会議室等を使用しようとするもの（以下「申請者」という。）は、使用日

（２日以上連続して使用する場合はその初日）の１月前から７日前までに、本庁

舎会議室等使用許可申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。た

だし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

 （使用の許可） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは使用の許可を決定し、本庁舎会議室等使用許可書（第２号様式。以下

「許可書」という。）を、不適当と認めるときは本庁舎会議室等使用不許可通知

書（第３号様式）を申請者に交付するものとする。 

２ 市長は、会議室等の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付するこ

とができる。 

３ 第１項に規定する使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、会議

室等の使用に当たっては、許可書を常に携帯し、職員の求めがあったときは速や

かに提示するとともに、職員の指示に従わなければならない。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１項の許可をしな

いものとする。 

 (1) 未成年者のみで使用するとき。 

 (2) 唐津市暴力団排除条例（平成２４年条例第４号）第２条第３号に規定する暴

力団等の利益となる活動を行うものであると認められるとき。 

 (3) 公序良俗を害するおそれがあるとき。 

 (4) 営利を目的とするとき。 

 (5) 騒音、振動又は悪臭を伴うおそれがあるとき。 

 (6) 特定の政党の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持する活動

を行うものであると認められるとき。 

(7) 特定の宗教又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持する活動を行うもので

あると認められるとき。 

 (8) 施設を汚損又は損傷するおそれがあるとき。 

 (9) 火気器具類を使用するとき。 



(10) 喫煙行為をするとき。 

(11) アルコール類（除菌等に使用するものを除く。）を持ち込むとき。 

(12) 前各号に掲げるもののほか、会議室等の管理運営上支障があると市長が認め

るとき。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第８条 使用者は、使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （許可の取消し等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、若し

くは許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退場を命ずることができる。 

 (1) 市が行う事務事業又は市が主催若しくは共催する催しが実施されるとき。 

 (2) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。 

 (3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

 (4) 使用者が第７条第４項各号に掲げる事由に該当したとき、又はこの規則に基

づく市長の指示に違反したとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、会議室等の管理運営上必要があると市長が認め

るとき。 

２ 使用者が前項に規定する許可事項の変更若しくは許可の取消し又は使用の中止

若しくは退場を命じられたこと（以下「許可の取消し等」という。）により受け

た損害については、市はその責めを負わない。 

 （使用料） 

第１０条 使用者は、別表に定める使用料を、許可書の交付を受ける際に納付しな

ければならない。 

２ 使用時間が１時間未満の端数は、１時間として計算するものとする。 

 （使用料の還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

 (1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。 

 (2) 第９条第１項第１号の規定により会議室等の使用の許可が取り消されたとき。 



 (3) 条例第４条の規定により使用料の減額又は免除が決定したとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 

 （原状回復の義務） 

第１２条 使用者は、その使用を終えた時は、直ちに職員にその旨を報告し、職員

の指示に従い、当該会議室等を原状に回復しなければならない。許可の取消し等

を受けたときも、同様とする。 

 （損害賠償） 

第１３条 使用者は、会議室等の設備その他器具等を破損し、滅失し、又は汚損し

て市に損害を与えたときは、直ちにその旨を届け出るとともに、これを原状に回

復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得

ない事由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができ

る。 

 （委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、令和５年７月１日から施行する。 



別表（第２条、第１０条関係） 

区分 金額（１時間当たり） 

１階市民ホール ４１０円 

４階大会議室（北側） ２７０円 

４階大会議室（南側） ２７０円 

備考 冷暖房を使用する場合は、別に１時間当たり１００円を徴収するものと

する。ただし、１階市民ホールを使用する場合は、この限りでない。 



第１号様式（第６条関係） 

 

本庁舎会議室等使用許可申請書 

 

年  月  日  

 

唐津市長 様 

 

申請者 

住所 

団体名 

代表者名 

（電話番号） 

 

次のとおり使用許可を申請します。 

使用の目的 

行事の名称 

行事の内容 

□会議一般 □講演会 □研修会 □展示会 □その他 

使用の日時 

年   月   日（ 曜日）   時   分から 

    年   月   日（ 曜日）   時   分まで 

※ ２日以上にわたり使用する場合は、別紙を添付すること。 

使用の区分 
□１階市民ホール □４階大会議室（北側）  

□４階大会議室（南側） 

会議室空き

状況の確認 

□確認済 

※ 申請を行う際は、必ず事前に会議室等の空き状況を総務課

に確認すること。 

冷 暖 房 使用時間  時間（  時  分～  時  分） 

予 定 人 員  

責任者氏名 

及び連絡先 

責任者氏名 連絡先（電話番号） 

駐車場の使用 
□有  □無 

有の場合の使用台数（   台） 



別紙 

 会議室等の使用の日時 
使用 

時間 
冷暖房の使用の日時 

使用 

時間 

１ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

２ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

３ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

４ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

５ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

６ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

７ 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
年  月  日（ ）  時  分 から 

 
時  分 まで 時  分 まで 

 会議室等使用時間合計  冷暖房使用時間合計  

※ 会議室等及び冷暖房の使用時間が１時間未満のもの又は１時間未満の端数に

ついては、１時間として計算してください。 

※ １階市民ホールを使用する場合は、冷暖房の使用の日時の記載は不要です。 



第２号様式（第７条関係） 

唐   第 号 

年  月  日  

 

本庁舎会議室等使用許可書 

 

 

 様 

 

唐津市長          印 

 

年 月 日付けで申請の本庁舎会議室等の使用について、次により許可します。 

使用の目的 

行事の名称 

行事の内容 

□会議一般 □講演会 □研修会 □展示会 □その他 

使用の日時 
年   月   日（ 曜日）   時   分から 

    年   月   日（ 曜日）   時   分まで 

使用の区分 
□１階市民ホール □４階大会議室（北側）  

□４階大会議室（南側） 

冷 暖 房 使用時間  時間（  時  分～  時  分） 

予 定 人 員  

使 用 料  

許可の条件  

 



第３号様式（第７条関係） 

唐   第 号 

                             年  月  日 

 

本庁舎会議室等使用不許可通知書 

 

 様 

 

唐津市長          印 

 

  年 月 日付けで申請の許可申請については、次のとおり不許可としましたの

で通知します。 

 

１ 行事の名称 

 

２ 使用の日時 

 

３ 使用の区分 

 

４ 不許可理由 

 

５ 問合先 

 

 


